
プレスリリース  
 

令 和 ４ 年 ７ 月 ６ 日  
福 島 県 農 林 水 産 部 

 
 

原油価格・物価高騰等に関する農林水産分野支援等情報を公開しました 
 
福島県農林水産部では、新型コロナウイルス感染拡大や、ウクライナ情勢等に

よる原油価格・物価高騰等の影響を踏まえて、農林漁業者や関係者と必要な情報
を共有し、今後想定される農林水産業への影響を最小限に抑えるため、別紙「原
油価格・物価高騰等に関する農林水産分野支援等情報」を作成し、県農林企画課
ホームページにて公開いたしましたのでお知らせします。 
 【県農林企画課ホームページ】 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36005b/ 
 
また、公開に合せて、令和３年１１月より設置しております、原油価格高騰に

係る農林漁業者からの相談窓口について、別記のとおり、受付ける相談内容を拡
充いたしますので、併せてお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
〔問合せ先〕 

 農林水産部農林企画課 

  企画主幹兼副課長 戸
と

城
しろ

 和幸 

    電話 024-521-7315（直通） 

        （内線 3291） 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36005b/


 
別 記 原油価格・物価高騰等に係る農林漁業相談窓口 
 
○ 拡充する内容：これまでの原油価格高騰に係る相談に加え、物価高騰（飼

料や肥料等の価格高騰）に係る相談を令和４年７月７日
（木）より受付けます。 

○ 受 付 時 間：８：３０ ～ １７：１５（土日祝日を除く） 
○ 窓 口 一 覧 

担当部署 電話番号 
担当分野 

農業 林業 漁業 

県北 

農林事務所 

農業振興普及部 ０２４－５２１－２６０９ ○   

伊達農業普及所 ０２４－５７５－３１８１ ○   

安達農業普及所 ０２４３－２２－１１２７ ○   

森林林業部 ０２４－５２１－２６３２  ○  

県中 

農林事務所 

農業振興普及部 ０２４－９３５－１３２１ ○   

田村農業普及所 ０２４７－６２－３１１３ ○   

須賀川農業普及所 ０２４８－７５－２１８０ ○   

森林林業部 ０２４－９３５－１３６２  ○  

県南 

農林事務所 

農業振興普及部 ０２４８－２３－１５６３ ○   

森林林業部 ０２４７－３３－２１２３  ○  

会津 

農林事務所 

農業振興普及部 ０２４２－２９－５３０８ ○   

喜多方農業普及所 ０２４１－２４－５７４２ ○   

会津坂下農業普及所 ０２４２－８３－２１１２ ○   

金山普及所 ０２４１－５４－２８０１ ○   

森林林業部 ０２４１－２４－５７３３  ○  

南会津 

農林事務所 

農業振農普及部 ０２４１－６２－５２６４ ○   

南郷普及所 ０２４１－７２－２２４３ ○   

森林林業部 ０２４１－６２－５３７２  ○  

相双 

農林事務所 

農業振興普及部 ０２４４－２６－１１５１ ○   

双葉農業普及所 ０２４０－２３－６４７４ ○   

森林林業部 ０２４４－２６－４３０４  ○  

富岡林業指導所 ０２４０－２３－６０８４  ○  

いわき 

農林事務所 

農業振興普及部 ０２４６－２４－６１６２ ○   

森林林業部 ０２４６－２４－６１９２  ○  

水産事務所 ０２４６－２４－６１７４   ○ 
   



R4.7.6  農林水産部 

 

原油価格・物価高騰等に関する 

農林水産分野支援等情報 

 

福島県農林水産部 

（令和４年７月６日 発行） 
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（摘要）★  令和４年度政府予算一般予備費関係 

☆  令和３年度中の政府補正予算関係 

☆★ 令和３年度中の政府補正予算関係に令和４年度政府予算一般予備費関係で追加措置が行われたもの 

○  既存の制度等 

○★ 既存の制度等に、令和４年度政府予算一般予備費関係で追加的措置が行われるもの 
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Ⅰ－① 原油価格・物価高騰等に係る農林漁業相談窓口 

≪概 要≫ 

○ 農業・林業・水産業それぞれに、原油価格高騰や、物価高騰（飼料や肥料等の価格高騰）に係

る経営相談や、対応可能な支援制度を紹介するための相談窓口を開設しております。 

○ 受付時間 8:30～17:15（土・日・祝日を除く） 

（農業関係）各農林事務所農業振興普及部（農業普及所） 

（林業関係）各農林事務所森林林業部（林業指導所） 

（水産関係）水産事務所 

○ また、農林水産省においては、ウクライナ情勢に関する農林水産業・食品関連産業者向け相談

窓口を設置し、下記ＨＰにて原油価格高騰等に対する支援策を発信しています。 

 【農林水産省ＨＰ（ウクライナ情勢に関する農林水産業・食品関連産業者向け相談窓口）】 

  https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/sodan.html#02 

 

≪問い合わせ先≫ 
  

担当部署 電話番号 担当分野 

県北農林事務所 農業振興普及部 

        伊達農業普及所 

        安達農業普及所 

        森林林業部 

０２４－５２１－２６０９ 

０２４－５７５－３１８１ 

０２４３－２２－１１２７ 

０２４－５２１－２６３２ 

農業 

〃 

〃 

林業 

県中農林事務所 農業振興普及部 

        田村農業普及所 

        須賀川農業普及所 

        森林林業部 

０２４－９３５－１３２１ 

０２４７－６２－３１１３ 

０２４８－７５－２１８０ 

０２４－９３５－１３６２ 

農業 

〃 

〃 

林業 

県南農林事務所 農業振興普及部 

        森林林業部 

０２４８－２３－１５６３ 

０２４７－３３－２１２３ 

農業 

林業 

会津農林事務所 農業振興普及部 

        喜多方農業普及所 

        会津坂下農業普及所 

        金山普及所 

        森林林業部       

０２４２－２９－５３０８ 

０２４１－２４－５７４２ 

０２４２－８３－２１１２ 

０２４１－５４－２８０１ 

０２４１－２４－５７３３ 

農業 

〃 

〃 

〃 

林業 

南会津農林事務所 農業振興普及部 

         南郷普及所 

         森林林業部 

０２４１－６２－５２６４ 

０２４１－７２－２２４３ 

０２４１－６２－５３７２ 

農業 

〃 

林業 

相双農林事務所 農業振興普及部 

        双葉農業普及所 

        森林林業部 

        富岡林業指導所 

０２４４－２６－１１５１ 

０２４０－２３－６４７３ 

０２４４－２６－４３０４ 

０２４０－２３－６０８４ 

農業 

〃 

林業 

〃 

いわき農林事務所 農業振興普及部 

         森林林業部 

０２４６－２４－６１６２ 

０２４６－２４－６１９２ 

農業 

林業 

水産事務所 ０２４６－２４－６１７４ 水産 

 

 

 

 

 

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/sodan.html#02
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Ⅱ－① 制度資金（農業分野） 

≪概 要≫ 

○ 原油価格・物価高騰などにより影響を受けた農林漁業者を対象に、農林漁業セーフティネット

資金の貸付限度額の追加、実質無利子化、実質無担保等での貸付けを行うなど、必要な長期資金

を日本政策金融公庫等が融資を行います。 

○ 下記資金のほか、スーパーL資金、経営体育成強化資金についても、貸付当初5年間無利子化・

実質無担保化などの支援策があります。なお、日本政策金融公庫では相談窓口を設置しておりま

す。詳しくは以下のＨＰを御覧ください。 

【日本政策金融公庫ＨＰ】 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2021cost.html 

 

資金名 対象となる農

業者 

①貸付限度額 

②貸付利率 

③償還期間(据置) 

④債務保証料等 

融資機関 

農林漁業

セーフテ

ィネット

資金 

原油価格・物

価高騰等の影

響により経営

の維持安定が

困難となった

主業農業者等 

① 

(一般)別枠で600万円 

(特認)別枠で年間経営

費等の12分の6以内 

※簿記記帳を行ってい

る方で、特に必要と認

められる場合に適用 

②0.16～0.45％ 

(当初５年間０％)※ 

③15年(３年) 

④実質無担保・無

保証人での融資可

能 

株式会社日本政

策金融公庫 

事業資金相談ダ

イヤル 

(電話： 

0120-154-505) 

 

福島支店(農林水

産事業) 

(電話： 

024-521-3328) 
(特例措置内容) 

・貸付限度額の追加(通常は一般の場合で600万円、特認の場合で12分の6以内) 

・利子助成による融資当初５年間の実質無利子 

・実質無担保化・無保証人化 

農業近代

化資金 

認定農業者 

主業農業者、 

集落営農組織 

等 

①個人1,800万円 

 法人２億円 

②0.50％ 

(当初５年間０％) 

③15年(７年) 

④実質無担保・ 

※農業信用基金協

会の債務保証料を

当初5年間免除 

各総合農協、東邦・福

島・大東・第四北越（会

津支店）・常陽の各銀

行、福島・二本松・郡

山・須賀川・白河・会

津・ひまわりの各信用金

庫、酪農協、農林中央金

庫) 

(特例措置内容) 

・利子助成による融資当初５年間の実質無利子 

・実質無担保化・無保証人化 

・農業信用基金協会による債務保証の当初５年間保証料免除 

※ 貸付利率は、令和４年６月２０日現在（利率は貸付時期により変動します) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先) 

県庁 農業経済課    ０２４－５２１－７３４９ 

各農林事務所農業振興普及部（農業普及所）（Ⅰ－①記載の連絡先を参照） 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2021cost.html
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Ⅱ－② 農家経営安定化資金による支援 

≪概 要≫ 

原油価格・物価高騰により農業経営に影響を受けている農業者等の農業経営の維持安定を図るた

め、農家経営安定資金を融通いたします。 

≪貸付対象者≫ 

原油価格や飼料価格、農業資材価格の高騰により農業経営に影響を受けている農業者等 

≪資金使途≫ 

 農業経営に必要な燃油、飼料及び農業資材を購入するために必要とする資金 

 （農業資材とは、ハウスフィルムやマルチ等の被覆資材及び肥料を指します。） 

≪貸付限度額≫ 

 ５００万円以内（貸付限度額まで複数回利用可能） 

≪償還期限≫ 

 ５年以内（据置１年以内） 

≪貸付利率≫ 

 ０．５％以内 

≪取扱融資機関≫ 

 県内各農協（ふくしま未来、福島さくら、会津よつば、夢みなみ、東西しらかわ）、東邦銀行、 

 福島銀行、大東銀行、福島・二本松・郡山・須賀川・会津の各信用金庫 

 詳しくは、以下のＨＰをご確認下さい。 

 【県農業経済課ＨＰ（農家経営安定資金（原油価格・物価高騰対策資金）の融通について）】 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021e/kinyuu13.html 

 

 

Ⅱ－③ 飼料価格高騰に対する支援 

ⅰ 配合飼料価格安定制度 

  配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、民間（生産者と配合飼料メーカ

ー）の積立てによる「通常補塡」と、異常な価格高騰時に通常補塡を補完する「異常補塡（国と

配合飼料メーカーが積立て）」の二段階の仕組みにより生産者に対して、補填金を交付します。 

 【農林水産省ＨＰ（配合飼料価格安定制度について）】 

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/haigou/ 

 

ⅱ 飼料価格高騰対策事業 

  ≪概 要≫ 

物価高騰等による配合飼料価格の高止まりの影響で、配合飼料価格安定制度に基づく補填金

が減少傾向にあること、令和４年４月から生産者負担金が引き上げられ畜産経営が圧迫されて

いることから、生産者負担金等の一部を支援します。 

  ≪助成対象者≫ 

   配合飼料価格安定制度に加入している方 

  ≪支援内容≫ 

   生産者負担金等の一部を補助いたします。 

    定額：３００円／ｔ 

（問い合わせ先) 

県庁 農業経済課    ０２４－５２１－７３４９ 

各農林事務所農業振興普及部（農業普及所）（Ⅰ－①記載の連絡先を参照） 

（問い合わせ先) 

県庁 畜産課 ０２４－５２１－７３６６ 

各農林事務所農業振興普及部（農業普及所）（Ⅰ－①記載の連絡先を参照） 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021e/kinyuu13.html
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/haigou/
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Ⅱ－④ 燃油価格高騰に伴う施設園芸等に対する支援 

ⅰ 施設園芸等燃油価格高騰対策 

  燃油価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を目的に、燃油使用量の１５％以上削減する省

エネルギー等対策推進計画を策定した農業者団体等に対して、燃油価格が一定基準を上回った場

合に農業者と国の拠出による資金から補填金を交付します。 

 【農林水産省ＨＰ（施設園芸等燃油価格高騰対策関係）】 

 https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/nenyu/nenyu_taisaku1.html 

 

ⅱ 施設園芸燃油等価格高騰対策緊急支援事業 

  ≪概 要≫ 

   秋から翌春に生産する園芸品目等の生産用途に使用する暖房機を設置する施設において、農

業者等が実施する保温効果の高い環境整備やエネルギー消費低減を図る取組みを推進し、燃油

使用量を削減することにより、燃油価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を支援する。 

  ≪補助対象者≫ 

   市町村、農業協同組合、農業法人、営農集団 等 

  ≪対象品目≫ 

   燃油等を使用する暖房機で加温する施設で生産された野菜、山菜類（栽培）、切り花、鉢花  

類、野菜・花き苗（販売用）、きのこ類（栽培）等 

  ≪補助対象≫ 

   加温施設への省エネ設備等の導入（燃油を使用しない暖房機（ヒートポンプ等）・循環扇・

内張・トンネル・外張等）※各種条件があります 

  ≪補助率≫ 

   ２／３以内 ※一部上限事業を設定 

 

 

Ⅱ－⑤ 肥料高騰緊急対策事業 

≪概 要≫  

 新型コロナウイルス感染症拡大による米価下落に加え、ウクライナ情勢による世界経済の不安定

化による肥料価格高騰の影響を受けている生産者を支援する必要がある。 

 特に、米価下落により所得が著しく低下している稲作経営体は、生産費高騰の影響が大きいこと

から、高騰した肥料費の一部について助成することで、水稲及び水稲から転換した作物の再生産を

支援する。 

≪補助対象者≫ 

 稲作経営体（出荷、販売していること） 

≪対象作物≫ 

 ①水     稲   ５００円／１０ａ（「対象面積(a)」＝「各経営体の水稲作付合計面積

(a)」－「自家消費相当分面積10a」） 

 ②水稲以外の作物 １，５００円／１０ａ（「対象面積(a)」＝「作付面積合計(a)」） 

 

 

（問い合わせ先) 

県庁 園芸課 ０２４－５２１－７３５５、林業振興課 ０２４－５２１－７４３２ 

各農林事務所農業振興普及部（農業普及所）、森林林業部（林業指導所）（Ⅰ－①記載の

連絡先を参照） 

（問い合わせ先)  

県庁 環境保全農業課 ０２４－５２１－７４５３ 

各農林事務所農業振興普及部（農業普及所）（Ⅰ－①記載の連絡先を参照） 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/nenyu/nenyu_taisaku1.html
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Ⅱ－⑥ 国産小麦産地生産性向上事業 

≪概 要≫ 

国際的に穀物の供給懸念が生じ価格が高騰する中、輸入依存度が高い小麦の安定供給体制を緊急

的に強化するため、作付けの団地化や営農技術・機械の導入等と併せて作付拡大を支援することに

より、水田における麦生産をソフト・ハードの両面から推進する。 

≪補助対象者≫ 

 農業者の組織する団体（受益農業従事者５名以上）、地域農業再生協議会、市町村（一部メニュ

ーのみ） 

≪対象作物≫ 

 麦（小麦、大麦及びはだか麦） 

≪支援内容≫ 

 ①団地化に向けた話合い等の支援（補助率：定額） 

 ②営農技術導入支援（補助率：定額、最大１５千円／１０ａ） 

 ③機械・施設の導入等支援（補助率：１／２以内） 

 ④生産拡大支援（生産拡大面積に応じ１０千円／１０ａ） 

  ※②または③に取り組む場合を対象 

 ⑤市町村等の推進活動への支援（補助率：１／２以内） 

 

  

（問い合わせ先)  

県庁 水田畑作課 ０２４－５２１－７３６０ 

各農林事務所農業振興普及部（農業普及所）（Ⅰ－①記載の連絡先を参照） 
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Ⅲ－① 制度資金（林業分野） 

≪概 要≫ 

○ 原油価格・物価高騰などにより影響を受けた農林漁業者を対象に、農林漁業セーフティネット

資金の貸付限度額の追加、実質無利子化、実質無担保等での貸付けを行うなど、必要な長期資金

を日本政策金融公庫等が融資を行います。 

○ 日本政策金融公庫では相談窓口を設置しております。詳しくは以下のＨＰを御覧下さい。 

【日本政策金融公庫ＨＰ】 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2021cost.html 

 

資金名 対象となる農

業者 

①貸付限度額 

②貸付利率 

③償還期間(据置) 

④債務保証料等 

融資機関 

農林漁業

セーフテ

ィネット

資金 

原油価格・物

価高騰等の影

響により経営

の維持安定が

困難となった

主業林業者等 

① 

(一般)別枠で600万円 

(特認)別枠で年間経営

費等の12分の6以内 

※簿記記帳を行ってい

る方で、特に必要と認

められる場合に適用 

②0.16～0.45％ 

(当初10年間０％)※ 

③15年(３年) 

④実質無担保・無

保証人での融資可

能 

株式会社日本政

策金融公庫 

事業資金相談ダ

イヤル 

(電話： 

0120-154-505) 

 

福島支店(農林水

産事業) 

(電話： 

024-521-3328) 
(特例措置内容) 

・貸付限度額の追加(通常は一般の場合で600万円、特認の場合で12分の6以内) 

・利子助成による融資当初10年間の実質無利子 

・実質無担保化・無保証人化 

※ 貸付利率は、令和４年６月２０日現在（利率は貸付時期により変動します) 

 

 

Ⅲ－② 林業・木材産業を支援する対策 

ⅰ 施設園芸燃油等価格高騰対策緊急支援事業 ※再掲、４ページ参照 

 

 ⅱ 国産材転換支援緊急対策事業 

  ≪概 要≫ 

我が国への輸入木材の供給不足等に起因し、国内において木材需給のひっ迫（いわゆるウ 

ッドショック）が続いている状況に加え、今般のウクライナ情勢の影響により、ロシアからの

単板等の輸入が禁止されるなど、更なる国内への木材輸入量の減少が生じつつある事態となっ

ています。このことから、ロシア材から国産材への転換等を図ることで、更なる国内の木材需

給等への影響が生じないよう対応していくため、国産材製品の増産に伴う原木・製品の運搬や

一時保管、国産材製品への転換を図る設計・施工方法の導入や普及を臨時的に支援します。 

   詳しくは以下のＨＰをご確認ください 

  【（一社）全国木材組合連合会ＨＰ（国産材転換支援緊急対策事業）】 

https://moku-tenkan.jp/ 

（問い合わせ先) 

県庁 森林計画課 ０２４－５２１－７４２５ 

各農林事務所森林林業部（林業指導所）（Ⅰ－①記載の連絡先を参照） 

（問い合わせ先) 

（一社）全国木材組合連合会 ０３－６５５０－８５４０ 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2021cost.html
https://moku-tenkan.jp/
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Ⅳ－① 制度資金（水産分野） 

≪概 要≫ 

○ 原油価格・物価高騰などにより影響を受けた農林漁業者を対象に、農林漁業セーフティネット

資金の貸付限度額の追加、実質無利子化、実質無担保等での貸付けを行うなど、必要な長期資金

を日本政策金融公庫等が融資を行います。 

○ 日本政策金融公庫では相談窓口を設置しております。詳しくは以下のＨＰを御覧下さい。 

【日本政策金融公庫ＨＰ】 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2021cost.html 

 

資金名 対象となる農

業者 

①貸付限度額 

②貸付利率 

③償還期間(据置) 

④債務保証料等 

融資機関 

農林漁業

セーフテ

ィネット

資金 

原油価格・物

価高騰等の影

響により経営

の維持安定が

困難となった

主業漁業者等 

① 

(一般)別枠で600万円 

(特認)別枠で年間経営

費等の12分の6以内 

※簿記記帳を行ってい

る方で、特に必要と認

められる場合に適用 

②0.16～0.45％ 

(当初５年間０％)※ 

③15年(３年) 

④実質無担保・無

保証人での融資可

能 

株式会社日本政

策金融公庫 

事業資金相談ダ

イヤル 

(電話： 

0120-154-505) 

 

福島支店(農林水

産事業) 

(電話： 

024-521-3328) 
(特例措置内容) 

・貸付限度額の追加(通常は一般の場合で600万円、特認の場合で12分の6以内) 

・利子助成による融資当初５年間の実質無利子 

・実質無担保化・無保証人化 

※ 貸付利率は、令和４年６月２０日現在（利率は貸付時期により変動します) 

 

 

 

 

Ⅳ－② 水産業を支援する対策 

ⅰ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

≪概 要≫ 

  燃油価格や配合飼料価格の上昇に備えて、漁業者・養殖業者と国が資金を積み立てます。 

  燃油については原油価格、配合飼料については配合飼料価格が、一定の基準を超えて上昇し

た場合に、漁業者や養殖業者に対し、補填金が支払われます。 

  補填金は、漁業者・養殖業者と国が１対１の割合で負担します（燃油については、国の負担

割合を段階的に高めて補填するほか、各加入者の判断に応じて、加入者の積立金から不可補填

金が支払われます）。 

詳しくは以下のＨＰをご確認ください 

【水産庁ＨＰ（漁業経営セーフティーネット構築事業）】 

   https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/net/ 

 

ⅱ 漁船燃油価格高騰対策事業 

≪概 要≫ 

   漁船の燃料消費量削減に効果のある取組（船底付着物除去、船底防汚塗装、燃費向上添加剤

（問い合わせ先)  

県庁 水産課０２４－５２１－７３７９ 又は 水産事務所 ０２４６－２４－６１７４ 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2021cost.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/net/
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の活用）を支援し、漁業経営安定化を支援します。 

 

 

 

Ⅴ－① オンラインストア生産者応援キャンペーン事業 

≪概 要≫ 

 原油や肥料価格の高騰により農業生産コストが増加するものの、生産コストを価格に転嫁しにく

い一次産品を対象とし、オンラインストアでのクーポンキャンペーンを実施することにより、売上

高の増加を図り、農業経営の安定化を支援します。 

 

 

（問い合わせ先)  

県庁 水産課０２４－５２１－７３７９ 又は 水産事務所 ０２４６－２４－６１７４ 

（問い合わせ先) 県庁 農産物流通課 ０２４－５２１－７３７７ 


